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■
証
明
手
数
料
の
一
部
改
定

に
つ
い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

４
月
１
日
よ
り
受
益
と
負
担
の
適

正
化
及
び
近
隣
市
町
と
の
均
衡
化
を

保
つ
た
め
、「
住
宅
用
家
屋
証
明
」
の

証
明
手
数
料
を
改
定
い
た
し
ま
す
。

【
改
定
前
】 

３
０
０
円（
１
通
）

【
改
定
後
】 

１，

３
０
０
円（
１
通
）

　

住
宅
用
家
屋
証
明
と
は
、
自
己
の

住
居
と
し
た
住
宅
で
、
一
定
の
要
件

を
満
た
し
た
場
合
は
租
税
特
別
措
置

法
に
よ
り
、
登
録
免
許
税
率
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。
こ
の
軽
減
を
受
け
る
た

め
に
、
住
宅
の
新
築
又
は
取
得
後
１

年
以
内
に
町
長
が
発
行
す
る
証
明
書

（
住
宅
用
家
屋
証
明
書
）を
登
記
申
請

時
に
添
付
し
て
使
用
す
る
も
の
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
１
）

■
森
林
湖
沼
環
境
税
の
導
入

に
つ
い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

茨
城
県
で
は
、
４
月
か
ら
森
林
湖

沼
環
境
税
を
導
入
し
ま
す
。

　

こ
の
税
は
、
荒
廃
な
ど
が
進
む
森

林
や
湖
沼
を
、
様
々
な
公
益
的
機
能

が
十
分
発
揮
で
き
る
よ
う
、
保
全
の

た
め
の
取
組
を
重
点
的
に
進
め
て
い

く
た
め
、
そ
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い

る
県
民
の
皆
様
に
広
く
等
し
く
ご
負

担
を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。

○
課
税
期
間

平
成　

年
度
か
ら
平
成　

年
度
ま

２０

２４

で
の
５
年
間

○
税　

率

・
個
人

県
民
税
均
等
割
に
年
額
１，

０
０

０
円
を
上
乗
せ

・
法
人

県
民
税
均
等
割
に
年
額　

％
を
上

１０

乗
せ

○
お
問
い
合
わ
せ

・
税
の
仕
組
み
に
つ
い
て

　

県
税
務
課

　
�
０
２
９（
３
０
１
）２
４
１
８

・
税
の
使
い
道
に
つ
い
て

　

森
林
・
県
林
政
課

　
�
０
２
９（
３
０
１
）４
０
２
１

　

湖
沼
・
県
環
境
対
策
課

　
�
０
２
９（
３
０
１
）２
９
６
８

■
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

に
つ
い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

平
成　

年
度
の
保
険
料
は
、
月
額

２０

１
４，

４
１
０
円
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
前
納
（
１
年
分
、
６

か
月
分
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
１
年
分
、
あ
る
い
は
６
か
月
分
の

保
険
料
を
一
括
で
納
め
ら
れ
ま
す
。

②
前
納
す
る
と
保
険
料
が
割
引
に
な

り
ま
す
。

③
前
納
は
現
金
に
よ
る
納
付
の
ほ
か
、

口
座
振
替
も
で
き
ま
す
。

※
平
成　

年
４
月
以
降
に
国
民
年
金

２０

の
第
１
号
被
保
険
者
に
な
ら
れ
た

方
が
前
納
を
希
望
さ
れ
た
場
合
に

は
、
最
初
に
加
入
さ
れ
た
月
分
か

ら
年
度
末
の
３
月
分
ま
で
の
保
険

料
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も

保
険
料
を
支
払
い
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
納
付
書
の
発
行
日
に
よ
っ

て
、
前
納
で
納
め
ら
れ
な
い
月
分

の
保
険
料
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

方
は
免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

【
経
済
的
に
困
難
な
と
き
は
申
請
免
除
】

○
保
険
料

全
額
免
除
又
は
一
部
免
除

（
３
／
４
、
半
額
、
１
／
４
）

○
対
象
者

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
認

め
ら
れ
る
方

※
平
成　

年
度
に
申
請
免
除
を
承
認

１９

さ
れ
た
方
で
継
続
し
て
免
除
を
希

望
さ
れ
て
い
る
方
の
申
請
は
不
要

と
な
り
ま
す
。

　

任
意
加
入
被
保
険
者
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

○
対
象
期
間　

７
月
か
ら
翌
年
６
月

○
年
金
額

①
全
額
免
除
期
間
分　
　

２
／
６

②
３
／
４
免
除
期
間
分　

３
／
６

③
半
額
免
除
期
間
分　
　

４
／
６

④
１
／
４
免
除
期
間
分　

５
／
６

【
学
生
な
ら
学
生
納
付
特
例
】

　
（
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
）

○
保
険
料　

全
額
を
猶
予

○
対
象
者

本
人
の
所
得
が
１
１
８
万
円
以
下

で
、
大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高

等
専
門
学
校
等
に
在
学
す
る　

歳
２０

以
上
の
学
生
の
方

※
夜
間
、
定
時
制
、
通
信
制
の
学
生

も
対
象
に
な
り
ま
す
。

○
対
象
期
間　

４
月
か
ら
翌
年
３
月

【　

歳
未
満
な
ら
若
年
者
納
付
猶
予
】

３０○
保
険
料　

全
額
を
猶
予

○
対
象
者

本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定

額
（
全
額
免
除
の
基
準
と
同
類
）

以
下
の
方

○
対
象
期
間　

７
月
か
ら
翌
年
６
月

○
ご
注
意
く
だ
さ
い

学
生
納
付
特
例
期
間
や
若
年
者
納

付
猶
予
期
間
は
、
将
来
受
け
取
る

年
金
の
受
給
資
格
要
件
に
は
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
。

学
生
納
付
特
例
期
間
及
び
若
年
者

納
付
猶
予
期
間
中
の
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
に
は
、
満

額
の
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
下
館
社
会
保
険
事
務
所

　
�
０
２
９
６（　

）０
８
１
１

２５

・
町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
０
）

� �����������������������������������������������������������������������������������������

ごごかかのの
おお知知ららせせ

（№３９３）
お
知
ら
せ

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。


